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 役職名 氏  名 所     属

1 会 ⾧ 前田 哲雄 元青谷中学校⾧（公立鳥取環境大学 教授）

2 副会⾧ 高橋 克己 部活動支援部会部会⾧

3 副会⾧ ⾧谷川和郎 地域連携部会部会⾧

4 委 員 森  佳樹 地域連携部会（あおや郷土館 館⾧）

5 委 員 大谷  拓 部活動支援部会

6 委 員 青谷町地域振興未来会議 委員

7 委 員 伊藤  龍 青谷町自治連合会 理事

8 委 員 三浦 泰子 青谷高等学校校⾧

9 委 員 植田 勝美 青谷高等学校同窓会 代表

10 委 員 徳原 一実 青谷高等学校 地域コーディネーター

11 委 員 佐々木 敏彦 青谷町総合支所支所⾧

12 顧 問 倉恒 俊一 青谷高等学校同窓会会⾧

田中 陽一 青谷町総合支所副支所⾧兼地域振興課課⾧

山田 健一 青谷町総合支所地域振興課課⾧補佐

青谷高等学校活性化を支援する会 委員名簿（令和７年度）

事務局
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青谷高等学校活性化を支援する会規約（改正案）  

 

（目的）  

第１条 鳥取県立青谷高等学校（以下「青谷高校」という。）は、青谷地域はも

とより、鳥取市西部地域の今後の活性化の観点からも必要不可欠な地域資源

である。この会は、青谷高校の特色ある教育活動を支援するとともに、地域

課題の解決に向けて、地域と青谷高校の連携を深めるための活動を行い、も

って青谷高校の活性化に繋げることを目的とする。  

 

（名称）  

第２条 この会の名称は、青谷高等学校活性化を支援する会（以下「支援する

会」という。）とする。  

 

（組織）  

第３条 支援する会は、地域住民、行政関係者、青谷高校関係者等からなる委

員で組織する。  

２ 支援する会に顧問を置くことができる。  

 

（事業）  

第４条 支援する会は、青谷高校の特色ある教育活動を支援するとともに、地

域課題の解決に向けて、地域と青谷高校の連携を深めるための活動を行う。  

 

（専門部会）  

第５条 事業を実施するため、次のとおり専門部会を置く。  

 （１）地域連携部会  

・「青谷学」等、地域資源、人材を活かした教育活動の支援を行う。  

・保育所、学校との連携活動を支援する。 

・地域イベント等への青谷高校生の参画、ボランティア活動の推進協

力を行う。 

（２）部活動支援部会  

・「卓球のまち 青谷」復活のための活動を行う。  

・青谷高校の伝統である卓球を活用した取り組みを行う。 

・青谷高校の部活動及び課外活動の活性化に資する支援を行う。 

２ 専門部会は、部会員で構成され、まとめ役として部会長を置く。部会長は、

部会員の互選により選出される。  
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３ 必要に応じて、専門部会を新たに置くことができる。  

  

（事務局の所在地）  

第６条 支援する会の事務局は、青谷町総合支所地域振興課内に置く。  

 

（役員）  

第７条 支援する会に会長１名、副会長２名以内を置く。  

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときまたは事故ある時は、職務  

を代理する。  

４ 会長、副会長は、支援する会委員の互選により選出する。  

 

（会議）  

第８条 支援する会の会議は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。  

２ 会議は、支援する会委員をもって構成する。なお、各専門部会から、委員

を若干名選出するものとする。  

    

（補則）  

第９条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は支援する会において定め

る。  

 

附則  

この規約は、平成２９年９月２７日から施行する。  

附則  

この規約は、令和８年２月２５日から施行する。  
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以降、その他配布資料


